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各医療機関管理者 様 

香川県健康福祉部医療政策課長 

 

医療法の改正に伴うオンライン診療に関する届出等について（通知） 

 

日頃から、本県の医療行政の推進に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するための「医療法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第87号）」が成立し、その一部が令和８年４月１日か

ら施行されます。 

今回の改正では、オンライン診療が医療法上に明確に定義されるとともに、患者がオンラ

イン診療を受ける専用の場所として「オンライン診療受診施設」が創設されます。これに伴

い、オンライン診療を実施する医療機関には新たな届出義務が生じるほか、医療機関の管理

者に、受診施設が適切な環境であるかを確認する等の措置を講ずることが義務付けられまし

た。 

つきましては、各医療機関の管理者様におかれましては、改正内容を御確認の上、適切に

御対応くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ オンライン診療を実施する旨の届出について 

オンライン診療を実施する病院又は診療所の開設者は、その旨を所在地の保健所長へ届け

出ることが必要となります。なお、令和８年４月１日時点で現にオンライン診療を実施して

いる医療機関については、令和９年３月末（経過措置期間）までに届け出てください。 

様式につきましては、貴施設を所管する保健所に御確認ください。 

 

２ オンライン診療受診施設に関する管理者の措置義務 

管理者は、オンライン診療が適切に行われるよう、患者が利用する受診施設が省令に定め

る「オンライン診療基準」に適合していることを確認する必要があります。具体的には「患

者がオンライン診療を受ける場所の清潔・安全及びプライバシーの確保」「システムの情報

セキュリティ対策の状況」等を施設側が記入したチェックリストにより御確認ください。 

また、オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に都道府県知事等へ届け出る

ことが義務付けられておりますので、施設側が記入したチェックリストを御確認いただく過

程で、設置者に対し保健所への「設置届」が適正に行われているかを確認し、必要に応じて

届出を行うように御助言いただきますよう、御協力をお願いします。 

 

通知文、チェックリスト等は、下記のページに掲載しております。 

県ホームページ＞目的から探す>組織部署>組織から探す＞医療政策課＞医療機関向け医療情報＞通

知・事務連絡＞   医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について（オンライン診療関係） 

URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoukikan/iryoukikan/sub81.html 

【問合せ先】香川県健康福祉部医療政策課 総務・医事グループ TEL:087-832-3315 


